
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

健康福祉部　健康福祉政策課

徳島市生涯福祉センターの利用料金の減免

徳島市生涯福祉センター条例

第１０条

有限責任事業組合リフレ（電話　657－0190）

(利用料金の減免)
第10条　指定管理者は，市長が別に定める基準に従い，利用料金を減額し，又は免除することができる。

１　健康判定・屋内運動室及び健康保養浴場
　　障害者の利用に係る利用料金については、６５歳以上の者の利用料金に準ずる
　　ものとする。
２　会議室等
　⑴　徳島市が主催して行う事業に使用するとき。
　⑵　徳島市が共催して行う事業に使用するとき。ただし、所管課の課長の副申のある場合
　⑶　徳島市社会福祉協議会が主催する事業のうち、収益事業以外に使用するとき。
　⑷　ふれあい健康館ボランティアが、ボランティア活動に係る事業に使用するとき。
３　駐車場
　　上記２の取扱いに準ずるものとする。

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（令和３年４月１日最終変更）
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